
引取業又はフロン類回収業登録の手引き 

 
引取業又はフロン類回収業登録申請書の作成にあたって（注意事項） 

 
 
１ 登録申請について 

・ 岡山市において引取業又はフロン類回収業の事業を実施しようとする方は、引取業又

はフロン類回収業登録申請を行わなければなりません。 

 

２ 登録申請書類の作成 

・ 登録申請は、「引取業（フロン類回収業）者登録（登録の更新）申請書」により行っ

てください。 

・ 登録申請書には、添付書類が必要となります。必要な添付書類については、「登録申

請チェックリスト」を参考にしてください。 

・ 様式に書ききれない場合は、別途書類を作成し、添付してください。 

・ 写真は、カラーコピーやプリントアウトされたものでもかまいません。 

 

３ 誓約書 

・ 申請者（個人）、法定代理人（個人）、役員（法人）、株主又は出資者（法人）及び

使用人（個人・法人）のいずれかの方が、過去２年以内に使用済自動車の再資源化等

に関する法律、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律及び廃棄物の

処理及び清掃に関する法律に違反して罰金刑以上の刑に処せられている等、法律に定

める欠格条項に該当する場合、登録することができません。 

・ これらの方が、欠格条項に該当していないことを確認するために、誓約書を添えて提

出してください。 

 

４ 申請手続き 

・ 申請に際しては、当課にお越しいただき、直接申請してください。 

・ 申請には申請手数料が必要となります。納付は申請時に納入通知書を作成しますので、

金融機関で納付してください。なお、岡山市役所内にあります銀行の窓口は、午前９

時から午前１１時３０分までと午後０時３０分から午後３時までとなっておりますの

で、ご注意ください。 

※申請手数料 

引取業 
登 録 ４，０００円 

登 録 の 更 新 ４，０００円 

フロン類回収業 
登 録 ５，０００円 

登 録 の 更 新 ５，０００円 

 

 

お問い合わせは 

岡山市環境局産業廃棄物対策課 

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目２番３号    TEL 086-803-1303､1304  FAX 086-803-1838 


